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公安委員会 「交番、駐在所等の名称、位置及び所管区に 令和８年４月２日

決 裁 資 料 関する規則」の一部改正 地 域 課

１ 改正理由

鹿児島南警察署ほか４警察署７施設の名称、位置及び所管区について住居

表示実施による住所の変更等の理由により改正するもの。

２ 改正内容

【改正前】 【改正後】
【宇宿交番所管区】 【宇宿交番所管区】

鹿児島市宇宿一丁目～九丁目、宇宿町（分 鹿児島市宇宿一丁目～九丁目、宇宿町（分

割）、向陽一丁目、向陽二丁目、中央港新 割）、向陽二丁目、中央港新町、東郡元町、

町、東郡元町、新栄町、南郡元町、東開 新栄町、南郡元町、東開町

町

【紫原交番所管区】 【紫原交番所管区】

鹿児島市紫原一丁目～七丁目、西紫原町、 鹿児島市紫原一丁目～七丁目、西紫原町、

南新町、日之出町、宇宿町（分割）、唐湊 ⇒ 南新町、日之出町、宇宿町（分割）、唐湊

三丁目、唐湊四丁目、郡元町 三丁目、唐湊四丁目、郡元町

【田布施駐在所所管区】 【田布施駐在所所管区】

南さつま市金峰町尾下、金峰町高橋、金 南さつま市金峰町尾下、金峰町高橋、金

峰町大野（分割）、金峰町池辺、金峰町宮 ⇒ 峰町大野（分割）、金峰町池辺、金峰町宮

崎（分割）、日置市吹上町和田（分割） 崎（分割）、金峰町中津野（分割）、日置

市吹上町和田（分割）

【大坂駐在所所管区】 【大坂駐在所所管区】

南さつま市金峰町大坂、金峰町浦之名、 南さつま市金峰町大坂、金峰町浦之名、

金峰町白川、金峰町大野（分割）、金峰町 ⇒ 金峰町白川、金峰町大野（分割）、金峰町

中津野 中津野（分割）

【甑島幹部派出所】 【甑島幹部派出所所在地】

薩摩川内市上甑町江石、上甑町小島、上 薩摩川内市上甑町江石、上甑町小島、上

甑町桑之浦、上甑町瀬上、上甑町平良、 ⇒ 甑町桑之浦、上甑町瀬上、上甑町平良、

上甑町中甑、上甑町中野 上甑町中甑、上甑町中野

【陵南駐在所所管区】 【陵南駐在所所管区】

霧島市溝辺町麓（溝辺駐在所及び鹿児島 霧島市溝辺町麓（溝辺駐在所及び鹿児島

空港警備派出所の所管区を除く。）、溝辺 ⇒ 空港警備派出所の所管区を除く。）、溝辺

町崎森 町麓一丁目～六丁目、溝辺町崎森

【住用駐在所位置】 【住用駐在所位置】

奄美市住用町西仲間 ⇒ 奄美市住用町神屋

３ 施行日

令和８年４月


